
児童手当又は特例給付を受給していますか︖

はい いいえ

大学生年代の子（平成１４年４月２日生まれ～平
成１８年４月１日生まれ））を含む、3人以上の
きょうだいがいますか︖

はい いいえ

申請必要（③へ) 申請不要※１

高校生年代以下の子（平成１８年４月２日以降生ま
れ）がいますか︖

はい いいえ

児童手当
支給対象外

大学生年代の子（平成１４年４月２日生まれ～
平成１８年４月１日生まれ））を含む、3人以上
のきょうだいがいますか︖

はい いいえ

申請必要（①へ) 申請必要（②へ)

※１

申請しなくても、児童手当の制度改正により、
支給額が増額となる場合は、額改定認定通知
書を令和６年１２月の支給日までに送付しま
す。


